愛知県社会福祉大会社会福祉事業功労者知事表彰要綱

  （趣旨）
第１  この表彰は、多年にわたり社会福祉の推進に尽力し、その功績が顕著な者を　　表彰し、その功労に報いるとともに、今後の社会福祉事業の進展に寄与しよう　　とするものである。
  （表彰の区分）
第２  表彰状及び感謝状とする。
  （表彰基準）
第３  表彰状の表彰候補者は、社会福祉の増進についての功績が顕著であり、かつ、
　　次の(１)から(６)のいずれかに該当する５５歳以上の者とする。ただし、過去において社会福祉事業功労者として、愛知県社会福祉協議会長の表彰状又は愛知県共同募金会長の表彰状を受けた者に限る。
  (１) 民生委員・児童委員の職にある者で、その在職期間がおおむね２０年以上である者。
  (２) 市（区）町村社会福祉協議会の会長の職にある者で、その在職期間がおおむね２０年以上である者。
  (３) 愛知県共同募金会の支会長又は分会長の職にある者で、その在職期間がおおむね２０年以上である者。
　(４) 社会福祉施設・団体の役職員で、その在職期間がおおむね２０年以上である者。
  (５) 里親であって、児童の養育期間がおおむね２０年以上である者。ただし、養子を前提とした里親は除く。
  (６) その他（戦傷病者援護、戦没者等遺家族援護、引揚者更生援護、各種ホームヘルパーなど）社会福祉の増進に尽力した者で、その在職期間がおおむね２０年以上である者。
２  感謝状の表彰候補者は、社会福祉の増進について尽力し、次の(１)から(７)のいずれかに該当する者とする。ただし、(２)から(７)に掲げる者にあっては、過去において社会福祉事業功労者として、愛知県社会福祉協議会長の感謝状又は愛知県共同募金会長の感謝状を受けた者に限る。
  (１) 民生委員・児童委員の職にある者で、その在職期間が次の年限のいずれかに達した者。ただし、その該当する年限の感謝状を既に受けた者は除く。
    ア  ４５年以上
    イ  ４０年以上４５年未満
    ウ  ３５年以上４０年未満
    エ  ３０年以上３５年未満
    オ  ２５年以上３０年未満
    カ  ２０年以上２５年未満
    キ  １５年以上２０年未満
    ク  １０年以上１５年未満

  (２) 市（区）町村社会福祉協議会の会長の職にある者で、その在職期間が１０年以上である者。ただし、過去において、この種の感謝状を受けた者及び　(３)の感謝状を受けた者は除く。
  (３) 愛知県共同募金会の支会長又は分会長の職にある者で、その在職期間が１０年以上である者。ただし、過去において、この種の感謝状を受けた者及び(２)の感謝状を受けた者は除く。
  (４) 社会福祉施設・団体の役職員で、その在職期間が１０年以上である者。ただし、過去において、この種の感謝状を受けた者は除く。
　(５) 里親であって、児童の養育期間が１０年以上である者。ただし、過去において、この種の感謝状を受けた者及び養子を前提とした里親は除く。
  (６) 各種ホームヘルパーであって、在職期間が１０年以上である者。ただし、過去において、この種の感謝状を受けた者は除く。
  (７) その他（戦傷病者援護、戦没者等遺家族援護、引揚者更生援護、ボランティアなど）社会福祉事業の増進に尽力した者で、その在職期間がおおむね１０年以上である者。ただし、過去において、この種の感謝状を受けた者は除く。
３  過去に、次のいずれかの表彰又は褒章を受けた者は、同じ内容の功績において　は、それぞれ１(１)から(６)に規定する表彰状の対象から除外する。
(１)　知事の表彰状を受けた者
　(２)　厚生（労働）大臣表彰（同特別表彰を含む。）を受けた者
(３)　褒章条例（明治１４年太政官布告第６３号）による藍綬褒章又は黄綬褒章を受けた者
４  被表彰者は、市町村長から、推薦のあった者のうちから選考する。ただし、知事が特に必要と認める場合は、直接選考することができる。
  （表彰の場所）
第４  この表彰は、愛知県社会福祉大会で行う。
  （推薦の要領）
第５  第３の１に規定する表彰状の表彰候補者を推薦しようとするときは、次　　の書類を提出するものとする。
  (１) 第３の１(１)から(４)、(６)に該当する場合は、様式第１による推薦書
(２) 第３の１(５)に該当する場合は、様式第２による推薦書
  (３) 表彰候補者の身元保証書（推薦者発行）
２  第３の２に規定する感謝状の表彰候補者を推薦しようとするときは、次の書類を提出するものとする。
  (１) 第３の２(１)から(４)、(６)及び(７)に該当する場合は、様式第３による推薦書
  (２) 第３の２(５)に該当する場合は、様式第４による推薦書
  （附則）
  この要綱は平成２５年４月２５日から施行する。
  この要綱は平成２８年２月１９日から施行する。
[bookmark: _GoBack]この要綱は令和２年１１月１６日から施行する。
